
Title 橘氏忠の官職について

Author(s) 滝川, 幸司

Citation 詞林. 1994, 15, p. 95-99

Version Type VoR

URL https://doi.org/10.18910/67353

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



橘
氏
忠
の
官
職
に
つ
い
て

『松
浦
宮
物
語
』
の
男
主
人
公

・
橘
氏
忠
は
卓
越
し
た
才
能
に
よ
り
、

十
二
歳
で
御
前
で
の
元
服
、
即
時
、
内
舎
人
に
任
じ
ら
れ
、

「十
六
と
い

ふ
と
し
、
式
部
少
輔

。
右
少
弁

。
中
衛
少
将
を
か
け
て
、
従
上
の
五
位
に

な
」
る
一
そ
の
後
、
遺
唐
副
使
に
任
じ
ら
れ
、
渡
唐
。
彼
の
地
で
、
琴
の

伝
授
を
受
け
、
燕
王
の
乱
の
平
定
に
尽
力
し
、
帰
国
後
、
参
議
右
大
弁
中

衛
中
将
と
な
る
。
橘
氏
忠
に
つ
い
て
、
様
々
な
人
物
論
が
展
開
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
官
職
―
物
語
内
で
中
心
と
な
る
、
式
部
少
輔

・

右
少
弁

・
少
将
―
に
着
目
し
て
、
官
人
社
会
に
お
け
る
氏
忠
の
位
相
を
確

認
し
た
い
。
し
か
し
、
こ
の
三
官
兼
帯
は
、
管
見
の
範
囲
で
は
他
に
例
を

見
な
い
の
で
、
式
部

・
弁
、
弁

。
少
将
の
兼
官
が
中
心
に
な
る
。

物
語
の
主
人
公
の
官
職
に
は
い
か
な
る
も
の
が
あ
る
か
。
例
え
ば
、

『源
氏
物
語
』
の
光
源
氏
は
、
元
服
後
中
将
と
な
り
、

『狭
衣
物
語
』
の

狭
衣
も
中
将
と
し
て
登
場
し
、
出
世
を
重
ね
て
い
く
。
共
に
、
武
官
と
し

て
華
や
か
に
彩
ら
れ
て
い
る
が
、

『松
浦
宮
物
語
』
の
氏
忠
は
武
官
を
兼

帯
す
る
も
の
の
、
文
官
と
し
て
の
性
格
の
強
い
式
部
少
輔

・
右
少
弁
を
兼

ね
て
い
る
。

式
部
少
輔

。
右
少
弁
に
つ
い
て
は
、
萩
谷
朴
氏
訳
注

『松
浦
宮
物
語
』

滝

川

　

幸

司

の
補
注
で
、
以
下
の
ご
と
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（前
略
）
式
部
省
は
礼
式
及
び
文
官
の
考
課
選
叙
を
掌
り
、
大
学
寮

を
支
配
す
る
官
庁
で
あ
る
。
少
輔
は
大
輔
と
共
に
各

一
人
あ
り
、
儒

者
に
し
て
侍
読
に
立
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
任
ず
る
こ
と
の
出
来
な

い
定
め
で
あ
っ
た
。
太
政
官
に
は
、
左
右
弁
と
少
納
言
と
の
三
局
が

あ
っ
て
、
弁
官
両
局
が
八
省
を
分
管
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

大
弁

。
中
弁

。
少
弁
各

一
人
を
置
い
た
。
中
弁
と
少
弁
と
は
詔
勅
を

起
草
す
る
役
で
あ

っ
た
か
ら
、
儒
者
や
文
章
生
を
も

っ
て
任
じ
ら
れ

た
。
因
み
に
式
部
省
も
弁
官
局
も
共
に
大
宝
令
の
制
で
あ
る
。

こ
の
記
述
は
、
式
部

・
弁
の
個
々
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
も
の
で
、
兼

官
を
問
題
に
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
以
下
、
式
部

・
弁
の
兼
官
の
実
例

を
あ
げ
る
。

［年
は
弁
官
局
ま
た
は
式
部
省
の
官
を
兼
ね
た
時
点
を
指
す
。

大
弁

。
中
弁

。
少
弁
、
大
輔

。
中
輔

。
少
輔
等
は
間
わ
な
い
。
名
前
の
下

の
数
字
は
任
官
時
の
年
齢
。

「公
卿
補
任
』

『弁
官
補
任
』
を
資
料
に
し

て
調
査
。

（　
）
内
は
、
当
該
者
の
経
歴

（兼
官
位
後
も
含
む
）
で
注
意

す
べ
き
点
を
記
入
し
た
。
］

天
安
二
年
　
大
江
音
人
４８
右
中
弁

・
少
輔
　
正
五
位
下

（文
章
生
出
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身
）

寛
平
三
年
　
菅
原
道
真
４７
左
中
弁

。
少
輔
　
正
五
位
下

（文
章
生
出

身
、
文
章
博
士
）

昌
泰
二
年
　
紀
長
谷
雄
５５
右
大
弁

。
大
輔
　
従
四
位
下

（文
章
生
出

身
、
文
章
博
士
）

安
和
二
年
　
源
保
光
　
４６
右
大
弁

。
大
輔
　
従
四
位
上

（文
章
生
出

身
）

天
元
二
年
　
大
江
斉
光
４６
右
大
弁

・
大
輔
　
正
四
位
下

（文
章
生
出

身
、
東
宮
学
士
）

藤
原
義
忠
３６
右
少
弁

・
少
輔
　
従
五
位
上

（東
宮
学
士
）

平
定
親
　
５７
右
中
弁

・
大
輔
　
正
四
位
下

（東
宮
学
士
、

文
章
博
士
）

永
保
二
年
　
藤
原
実
政
６４
左
大
弁

。
大
輔
　
従
三
位

　

（文
章
生
出

身
、
東
宮
学
士
、
文
章
博
士
）

永
保
三
年
　
大
江
匡
房
４３
左
中
弁

。
権
大
輔
正
四
位
下

（文
章
生
出

身
、
東
宮
学
士
）

天
養
元
年
　
藤
原
顕
業
５５
左
大
弁

。
大
輔
　
従
三
位

　
（文
章
生
出

身
、
東
宮
学
士
、
文
章
博
士
）

以
上
の
ご
と
く
に
な
る
。
管
見
に
漏
れ
た
例
も
あ
ろ
う
し
、
資
料
の
制

約
に
よ
り
兼
官
が
判
定
で
き
な
い
例
も
あ
っ
た
が
、
大
体
の
傾
向
は
つ
か

め
よ
う
。

一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
ほ
ぼ
全
て
が
文
章
生
出
身
で
あ
り
、
儒
者

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
事
は
、
儒
者
自
身
も
認
識
し
て
い
た
こ
と
で
あ

っ
た
。儒

者
申
弁
官

正
五
位
下
行
式
部
権
少
輔
兼
文
章
博
士
大
江
朝
臣
匡
衡
誠
僅
誠
恐
謹

言
請
特
蒙
　
天
恩
、
因
准
先
例
、
兼
任
右
中
弁
状

右
匡
衡
、
謹
検
故
実
、
式
部
少
輔
文
章
博
士
兼
弁
官
、
是
聖
代
例
也
。

又
勤
学
儒
者

一
身
兼
三
四
官
、
是
明
時
事
也
。
就
中
延
喜
以
来
至
干

当
今
、
中
少
弁
之
中
、
儒
者
多
三
四
人
、
少
則

一
両
居
之
。
此
度
尚

書
之
運
、
匡
衡
適
当
其
仁
。
抑
年
来
滝
屈
、
未
遇
時
也
。
以
久
沈
未

必
為
愚
、
顔
口
歴
三
代
而
武
帝
賞
之
。
以
徒
労
未
必
為
賤
、
太
公
望

七
旬
而
文
王
師
之
。
望
請
、
特
蒙
　
天
恩
、
兼
任
件
官
、
安
慰
老
母

之
欲
傾
狽
、
但
競
夕
漏
、
以
捧
微
禄
、
鞭
撻
痕
児
之
不
学
問
、
悦

朝
恩
而
励
大
成
。
匡
衡
誠
捏
誠
恐
謹
言
。

（
『朝
野
群
載
』
巻
九
）

こ
の
申
文
に
よ
っ
て
も
、
文
章
博
士
級
の
儒
者
―
匡
衡
は
式
部
権
少
輔

で
も
あ
る
―
が
弁
官
を
兼
任
す
る
の
は
当
然
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き

レや
つ
。

事
実
、
物
語
中
の
氏
忠
に
も
そ
の
形
跡
は
認
め
ら
れ
る
。
氏
忠
は
、
七

歳
で
詩
を
作
り
、
御
前
で
題
を
賜
り
、
そ
こ
で
素
晴
ら
し
い
詩
を
作
っ
た
。

今
そ
の
部
分
を
あ
げ
る
。

七
さ
い
に
て
ふ
み
つ
く
り
、
さ
ま
ざ
ま
の
道
に
く
ら
き
こ
と
な
し
。

御
門
き
こ
し
め
し
て
、

「
」れ
、
た
だ
物
に
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
」
と

け
う
ぜ
さ
せ
た
ま
ふ
。
御
前
に
め
し
て
、
心
み
の
題
を
給
ふ
に
、
た

ど
る
と
こ
ろ
な
く
め
で
た
き
ふ
み
を
つ
く
り
、
…
…

（下
略
）

天 寛
喜 仁
二 三
年 年



萩
谷
氏
は
、
御
前
で
の
詩
作
を
、

「秀
才
の
考
課
に
相
当
す
る
試
験
」

と
述
べ
ら
れ
る
が
、
以
下
に
あ
げ
る

「う
つ
ほ
物
語
」
と
対
応
さ
せ
て
よ

め
ば
、
文
章
生
試
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

七
さ
い
に
な
る
と
し
、
ち
ゝ
が
こ
ま
う
ど
に
あ
ふ
に
、
こ
の
な
ゝ
と

せ
な
る
こ
、
ち
ゝ
を
も
ど
き
て
、
こ
ま
う
ど
ゝ
ふ
み
つ
く
り
か
は
じ

け
れ
ば
、
お
ほ
や
け
き
こ
し
め
し
て
、

「
あ
や
し
う
め
づ
ら
し
き
こ

と
な
り
。
い
か
で
こ
ゝ
ろ
み
む
」
と
お
ぼ
す
ほ
ど
に
、
十
二
歳
に
て

か
う
ぶ
り
し
つ
。
み
か
ど
、

「あ
り
が
た
き
ざ
え
な
り
。
と
し
の
わ

か
き
ほ
ど
に
心
み
む
」
と
お
ぼ
し
て
、
も
ろ
こ
し
に
三
た
び
わ
た
れ

る
は
か
せ
、
な
か
と
み
の
か
ど
ひ
と
と
い
ふ
を
め
し
て
、
か
た
き
題

を
い
だ
さ
せ
て
、
こ
ゝ
ろ
み
さ
せ
給
。
た
び
た
び
の
ば
り
た
る
が
く

生
の
を
の
こ
ど
も
、
て
ま
ど
ひ
し
て
、
ひ
と
く
だ
り
の
ふ
み
も
た
て

ま
つ
ら
ぬ
に
、
と
し
か
げ
は
、
り
ほ
う
の
ふ
み
を
、
い
と
に
な
く
つ

く
り
い
だ
し
て
、
た
て
ま
つ
れ
る
時
に
、　
一
天
下
、
人
み
な
い
ひ
あ

さ
み
て
、
そ
の
た
び
、
と
し
か
げ

一
人
進
士
に
な
り
ぬ
。

（
「
と
し

か
げ
」
）

「り
ほ
う
の
ふ
み
」
と
は
、
式
部
省
で
行
な
わ
れ
る
試
験
で
の
詩
作
の

こ
と
で
あ
り
、
省
試
、
す
な
わ
ち
、
文
章
生
試
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

「進
士
」
と
は
、
任
官
試
験
の
四
科
、
秀
才

。
明
経

・
進
士

。
明
法
の
一

つ
で
あ
る

「
進
士
」
を
指
す
の
で
は
な
く
、
文
章
生
の
異
名
と
し
て
の

「進
士
」
で
あ
ろ
う

（１
）
。

『松
浦
宮
物
語
』
の
氏
忠
が

「
心
み
」
ら

れ
た
の
も
、
俊
蔭
と
同
じ
く
、
文
章
生
試
の
ご
と
き
も
の
で
あ

っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
周
知
の
ご
と
く
、
俊
蔭
も
、
遣
唐
副
使
に
任
じ
ら
れ
、
渡
唐
に

は
失
敗
す
る
も
の
の
、
渡
海
先
で
琴
の
伝
授
を
受
け
、
帰
国
後
、
式
部
少

輔
に
な
り
、
最
後
は
式
部
大
輔

・
左
大
弁
を
兼
帯
す
る
。
物
語
の
主
人
公

レ
ベ
ル
で
の
式
部

・
弁
の
兼
帯
の
例
と
し
て
、

『松
浦
宮
物
語
』
と
共
通

す
る
。

氏
忠
と
俊
蔭
の
状
況
の
類
似
、
ま
た
、
先
に
あ
げ
た
実
例
の
式
部

」
弁

の
兼
帯
の
例
か
ら
で
も
、
橘
氏
忠
は
、
文
章
生
出
身
の
儒
者
と
し
て
の
性

格
を
持
ち
合
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
少
な
く
と
も
、
そ
う
し
た
位

相
で
捉
ら
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
氏
忠
は
、
式
部
少
輔

。
右
少
弁
で
あ
る
と
共
に
、
少
将
で
も

あ
る
。
物
語
中
、
氏
忠
が
式
部
少
輔
と
説
明
さ
れ
る
の
は
任
官
時
の
み
で

あ
り
、
氏
忠
は
、
官
職
で
は
、
弁
少
将
、
弁
、
少
将
と
呼
ば
れ
る
の
み
で

あ
る
。
こ
の
点
も
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

氏
忠
に
、
少
将
を
兼
官
さ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
物
語
内
容
に
照
ら

せ
ば
、
唐
に
お
い
て
の
燕
王
の
乱
で
の
活
躍
と
の
連
動
が
あ
ろ
う
し
、
作

者
の
側
に
求
め
れ
ば

（
そ
れ
が
藤
原
定
家
だ
と
し
て
）
、
十
数
年
に
わ
た

っ
て
少
将
で
あ
っ
た
こ
と

（
『松
浦
宮
物
語
』
の
執
筆
も
そ
の
間
に
求
め

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
）
も
、
何
程
か
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
こ
と
は
問
題
に
せ
ず
、
弁
少
将
と
い
う
官
の
位
相
の

確
認
の
み
を
行
な
う
。

物
語
が
奈
良
朝
に
時
代
設
定
が
な
さ
れ
た
た
め
か
、
氏
忠
は
中
衛
少
将

と
い
う
官
に
い
る
が
、
本
文
中
で
は
、

「少
将
」
と
し
か
呼
称
さ
れ
ず
、

近
衛
少
将
と
同
様
に
考
え
て
も
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
弁
官
局

の
官
と
近
衛
府
の
官
と
の
兼
帯
の
実
例
を
、
先
の
式
部
省
官
同
様
に
一
覧



す
る
。延

暦
十
八
年
　
秋
篠
安
人
４８
左
中
弁

・
中
衛
少
将
　
従
四
位
下

天
長
七
年
　
　
文
室
秋
津
４４
右
大
弁

。
右
中
将
　
　
従
四
位
上

承
和
三
年
　
　
和
気
真
綱
５４
右
大
弁

・
左
中
将
　
　
従
五
位
下

承
和
七
年
　
　
藤
原
氏
宗
３‐
右
少
弁

・
左
少
将
　
　
従
五
位
下

天
安
元
年
　
　
藤
原
良
縄
４４
右
中
弁

・
右
中
将
　
　
従
五
位
上

貞
観
十
六
年
　
源
舒
　
　
４３
右
大
弁

・
左
中
将
　
　
従
四
位
上

貞
観
十
九
年
　
藤
原
山
蔭
５４
右
大
弁

・
右
権
中
将
　
従
四
位
下

元
慶
二
年
　
　
藤
原
遠
経
？
右
少
弁

・
右
少
将
　
　
正
五
位
下

仁
和
二
年
　
　
藤
原
有
穂
４９
右
中
弁

。
左
少
将
　
　
正
五
位
下

寛
平
三
年
　
　
源
稀
　
　
４３
右
少
弁

。
右
少
将
　
　
従
五
位
上

天
慶
八
年
　
　
藤
原
朝
成
２９
右
少
弁

。
左
少
将
　
　
従
五
位
上

康
保
三
年
　
　
藤
原
済
時
２７
右
中
弁

・
左
少
将
　
　
正
五
位
下

康
保
五
年
　
　
藤
原
為
光
２７
権
左
中
弁

・
右
少
将
　
従
四
位
下

寛
和
元
年
　
　
藤
原
道
兼
２５
右
少
弁

・
右
中
将
　
　
正
五
位
下

永
延
三
年
　
　
藤
原
伊
周
１６
右
中
弁

・
右
少
将
　
　
従
四
位
上

こ
れ
ら
の
例
を
詳
し
く
検
討
す
る
だ
け
の
余
裕
は
な
い
が
、
典
型
的
人

物
と
し
て
和
気
真
綱
を
見
れ
ば
、
真
綱
は
、
弱
冠
に
し
て
文
章
生
に
な
り
、

延
暦
二
十
二
年
に
出
身
。
以
後
、
左
右
大
中
少
弁
、
左
右
中
少
将
を
歴
任
、

参
議
従
四
位
上
に
至
る
。
事
に
当
た
っ
て
柱
げ
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
と

い
う
。
能
吏
と
し
て
著
名
で
あ
り
、
す
ぐ
れ
た
官
人
で
あ
っ
た

（
『続
日

本
後
紀
』
承
和
十
三
年
九
月
二
十
七
日
真
綱
卒
伝
参
照
）
。

真
綱
は
実
務
官
人
と
し
て
捉
ら
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
性
格

は
、
兼
帯
の
例
と
し
て
あ
げ
た
前
半
の
人
物
に
は
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
変
化
す
る
の
が
、
貞
観
期
の
藤
原
良
房
政
権
の
確
立
以
後
の
こ
と

に
な
る
の
だ
が

（２
）
、
そ
れ
は
こ
こ
で
は
間
わ
ず
に
、
兼
帯
の
最
後
の

例
た
る
藤
原
伊
周
を
確
認
す
る
。

藤
原
道
隆
の
後
継
者
と
目
さ
れ
た
伊
周
の
兼
帯
は
、
十
六
歳
に
な
る
年

で
あ
っ
た
。
弁
官
は
、
八
省
を
統
御
す
る
重
要
な
官
職
で
あ
り
、
だ
か
ら

こ
そ
、
真
綱
の
よ
う
な
実
務
に
長
け
た
官
人
が
任
命
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
が
、
十
六
歳
の
伊
周
に
そ
の
よ
う
な
実
務
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
い
う

よ
り
も
、
貴
顕
の
子
息
と
し
て
の
任
官
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に

は
、
弁
官
か
ら
参
議
へ
と
い
う
任
官
コ
ー
ス
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
と
も
関

わ
ろ
う

（３
）
。
実
務
と
の
関
わ
り
よ
り
も
、　
一
種
の
出
世
コ
ー
ス
と
し

て
弁
官
に
任
じ
ら
れ
る
人
物
が
、
近
衛
府
官
と
の
兼
官
を
す
る
の
で
あ
ろ

う
。
近
衛
府
官
か
ら
参
議
へ
の
コ
ー
ス
も
確
立
さ
れ
て
い
た

（４
）
。

も
う

一
点
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
こ
の
兼
帯
が
、
伊
周
以

後
見
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
院
政
期
以
後
、
近
衛
少
将
か
ら
弁

官
へ
と
い
う
コ
ー
ス
が
確
立
さ
れ
、
双
方
を
兼
任
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ

た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
弁
少
将
と
い
う
兼
帯
は
、

『松
浦
宮
物
語
』
の
成

立
期
に
は

一
時
代
前
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か

（
５
）
。

以
上
、
氏
忠
の
兼
帯
の
位
相
を
探
っ
て
き
た
が
、
儒
者
と
し
て
の
側
面
、

出
世
の
約
束
の
側
面
が
読
み
取
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
物
語
本
文
か
ら

も
こ
の
よ
う
な
性
格
を
探
っ
て
行
く
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。



注（１
）
日
本
古
典
文
学
大
系
本
頭
注
は
、
こ
の

「進
士
」
を
進
士
科
の
試

験
に
及
第
し
た
称
号
と
す
る
が
、
誤
解
で
あ
ろ
う
。
校
注
古
典
叢
書

本
は
、
文
章
生
と
正
し
く
理
解
す
る
。

（２
）
福
井
俊
彦
氏

「藤
原
良
房
の
任
太
政
大
臣
に
つ
い
て
」

（
「史
観
」

七
十
五

。
昭
和
四
十
二
年
二
月
）
。

（３
）
野
村
忠
夫
氏

「弁
官
に
つ
い
て
の
覚
え
書
―
八
世
紀
～
九
世
紀
半

ば
の
実
態
を
中
心
に
―
」

「律
令
社
会
と
貴
族
社
会
』

（吉
川
弘
文

館

。
昭
和
四
十
四
年
六
月
）
、
同
氏

「九
世
紀
後
半
の
弁
官
に
つ
い

て
「

「
弁
官
に
つ
い
て
の
覚
書
」
補
考
―
」

（
「岐
阜
大
学
教
育
学

部
研
究
報
告
人
文
科
学
」
十
九

・
昭
和
四
十
六
年
二
月
）
。

（
４
）
平
基
親

『官
職
秘
抄
』

（平
安
末
か
ら
鎌
倉
初
期
成
立
）
の
参
議

条
に
、
参
議
任
官
の
コ
ー
ス
と
し
て
、
近
衛
中
将
を
あ
げ
る
。

（５
）

『官
職
秘
抄
』
の
少
将
条
に
、
近
衛
少
将
と
弁
官
の
兼
帯
例
と
し

て
、
済
時

・
伊
周
を
あ
げ
る
点
、
注
意
さ
れ
る
。
ま
た
、
少
弁
条
に
、

少
弁
任
官
の
コ
ー
ス
と
し
て
、
近
衛
少
将
を
あ
げ
て
い
る
。
な
お
、

式
部
大
輔

。
少
将
兼
官
の
例
と
し
て
平
伊
望
を
あ
げ
る
。

（た
き
が
わ

。
こ
う
じ
　
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


